
概 要 版

　「芦別市住民投票条例」が平成２０年１０月１日からスタートします。

　芦別市まちづくり基本条例第１４条で住民投票に関する内容を定めていま

すが、住民投票条例では、住民投票を実施する際の具体的な内容や手続その

他必要な内容を定めています。

　住民投票は、住民の意思を確認するための最終手段で、まちづくりのうち

市が直面する将来にかかわる重要な課題について賛成または反対を確認する

ために投票を行い、住民の意思を明確にするものです。

芦　別　市

芦 別 市 住 民 投 票 条 例

住民の意思を確認するための制度



A．

Ａ． 　住民投票の結果に法的な拘束力はありませんが、市長は、住民
投票によって示された住民の意思を最大限尊重することとしてい
ます。

　市町村合併の問題など市のこれからを大きく左右するもので、
市を二分する大きな課題が該当します。

A．

　一定の要件を満たした住民や議会からの住民投票の請求は、市
長が重要課題かどうか、規則で定める要件に該当するかどうかを
審査のうえ、市長が住民投票の実施の有無を判断します。

Ｑ１　住民投票条例って何ですか？

Ｑ２　住民投票を請求することができる、市が直面する将来にかかわ

Ｑ３　住民投票を請求する場合の年齢・居住要件やその請求手続はど
　　　うなっているの？

　　　る重要な課題とは何ですか？

A． 　住民投票は、いろいろな市民参加の方法のなかでも、住民意思
を確認するための最終手段で、まちづくりのうち市が直面する将
来にかかわる重要な課題について賛成または反対を問うときに住
民による投票を行い、住民の意思を明確にするものです。
　芦別市まちづくり基本条例第１４条で住民投票に関する内容を
定めていますが、住民投票条例では、住民投票を実施する際の具
体的な内容や手続その他必要な内容を定めています。

Ｑ４　住民投票を実施するかどうかの最終判断は誰がするの？

Ｑ５　住民投票の結果は、まちづくりにどう反映されるの？

Ａ． 　満１８歳以上の日本人で、引き続き３か月以上芦別市の住民基
本台帳に記載されているかたに投票資格があります。
　また、投票資格を持っている人の６分の１以上の署名を集めて
市長に請求します。
　なお、住民投票は、一定の要件を満たすことにより、議会から
も請求することができます。

住 民 投 票 条 例 Q ＆ A



目的（第１条）

住民投票の対象として考えられるもの（第２条）

住民投票の対象とならないもの（第２条）

投票資格者（第３条）

　まちづくり基本条例第１４条第４項の規定に基づく「別に定める条

例」について、住民自治を実現し、直接住民の意思を確認するために

行う住民投票に関して、その実施に関する具体的な手続きその他必要

な事項を定めるものです。

　市のまちづくりや住民生活に重大な影響を及ぼすおそれのあるもの

で、市や住民全体に直接利害関係のある事項が対象になります。

・市町村合併など、市のこれからを大きく左右するもの

　投票する資格のある人は、満１８歳以上の日本人で、引き続き３ヶ

月以上、芦別市の住民基本台帳に記載されている人を対象者の要件と

して規定しています。

・市の権限に属さない事項（ただし、市の意思として明確に表示しよ
うとする場合を除く。）
・議会の解散請求、議員または市長の解職請求など、他の法令で住民
投票を行うことができる事項
・もっぱら特定の市民または地域にのみ関係する事項
・住民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項

住 民 投 票 条 例 の 概 要



住民投票へ

住 民 投 票 の 流 れ （ 条 例 第 ４ 条 ～ 第 １ ４ 条 ）

　　　

市
長
発
議
の
み

投票資格者の総数の６分の１以
上の連署をもって、その代表者
が市長に請求する

請求の内容が重要課題や規則で定める要件に該当するかを審査
（条例第２条各号に該当しないかどうかなど）

住民投票は実施しない 住民投票の実施

住民投票の実施の請求または市長発議があった旨及びその要旨の公表

住民投票を実施しない旨
と実施しない理由の告示

住民投票に関する情報の提供

選挙管理委員会への通知

住民請求

議員定数の３分の１以上の者の
賛成を得て議員提案し、市議会
の議決を経て、市長に住民投票
の実施を請求する

議会請求

市長は、自ら住民投票の実施を
発議することができる

市長発議

請求の内容が条例第２条各号に該当しない場合請求の内容が条例第２条各号などに該当する場合

投票資格者名簿の登録

住民投票を実施する旨の告示

住民投票の期日の決定　（告示日から起算して３０日を超えて６０日を超えない範囲内）



《　参　　考　》

（住民投票）

第１４条　市内に住所を有する者（以下「住民」といいます。）は、まち

　づくりのうち市が直面する将来にかかわる重要課題（以下「重要課題」

　といいます。）について、住民投票を実施するよう、　市長に求めるこ

　とができます。

２　市長は、住民投票の求めがあったときは、重要課題かどうかを十分に

　検討したうえで住民投票を実施するかどうかを判断します。

３　市長は、住民投票の結果を最大限尊重します。

４　市長は、住民投票を実施するにあたっての方法、手続その他必要な事

　項については、別に定める条例で整備します。

まちづくり基本条例第１４条（住民投票）の抜粋

（住民投票の実施の告示があった日から２年が経過するまでの間は、同一
の事案またはこの事案と同様の事案については行うことができない。）

住　民　投　票　（○×方式二者択一）

不成立

・成立、不成立及び投票結果の告示
・成立、不成立及び投票結果の請求代表者（住民請求の場合に限る。）及び市議会議長への通知

投票者数が投票資格者の２分の１以上の場合投票者数が投票資格者の２分の１未満の場

成　　立

開票その他の作業を行い、その結果を公表

住民投票が成立した場合

市長は住民投票の結果を最大限尊重する。
（まちづくり基本条例第１４条第３項）



　明治の代、今の常磐町に第一のくわ音が立ちました。芦別誕生のうぶ声でした。
それから代々の人たちが努力を重ね、美しい郷土をつくりました。
　それをたたえ感謝するとともに、さらに立派にして次代へ渡したいものです。私
たちは、この憲章をかかげて、日常生活の心がまえといたしましよう。

芦 別 市 民 憲 章
(昭和43年9月20日制定）

明るい家庭をつくり　こどもに夢と誇りを持たせましよう

人間の尊さを知り　社会のきまりを守りましよう

郷土の自然を愛し　豊かなまちをきずきましよう

思いやりと親切で　住みよいまちにいたしましよう

教養を深め　体力を養い　文化の輝くまちをつくりましよう
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